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地域性種苗の生産、
生物多様性保全緑化工の実際

環境省自然環境局国立公園課

生態系事業係長 岩本千鶴

本日の発表内容

１．地域性種苗に関する情報収集・整理業務の結果報告

２．今後の生物多様性保全の取り組みの方向性について

１－１．地域性種苗又は在来植物の種苗取扱業者調査
地域性種苗又は在来植物種苗の商品

１－２. 外来植物を使わない法面緑化工法
１－３．生物多様性保全に配慮した緑化施行事例
１－４．今後の地域性種苗による緑化の普及の進め方

（請負：特定非営利活動法人日本緑化工協会）

２－１．ポスト2020目標に向けた議論と時期生物多様性国家戦略について
２－２. 企業活動を巡る生物多様性に関する動向変化
２－３．生物多様性民間参画ガイドライン
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１．地域性種苗に関する情報収集・整理業務の結果報告

しかしながら、地域性種苗に関する情報の不足や地域性種苗の供給
体制が整っていない等の課題があり、地域性種苗による緑化は必ずし
も普及していない。

このような状況を踏まえ、特定非営利活動法人日本緑化工協会に請
け負っていただき、地域性種苗を取り扱っている業者や商品、外来植物
以外を使用する工法について情報収集、整理を行った。

業務⽬的

国立公園をはじめとする自然公園において、諸行為によって生ずる裸地並
びに自然植生の荒廃地等の法面、斜面等は、生物多様性の保全に配慮し、

周辺の環境と調和した自然回復を最終目的とする緑化を行うとしている。そ
のような緑化の基本理念の一つとして地域性種苗の使用を位置づけている。
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○調査方法

・アンケート調査
・対象は、（特非）日本緑化工協会会員、緑化工技術講習会参加者、
各都道府県※1の主立った法面緑化関係者 184名（184社）
内訳：施工関連123名、資材関連44名、コンサルタント20名※2

※1高知県と佐賀県を除く45都道府県

※2施工と資材を兼ねる者もあり総計は一致しない）

1－1 地域性種苗⼜は在来植物の種苗取扱業者
地域性種苗⼜は在来植物種苗の商品

○結果

・15都道府県22回答を得た。
・在来植物の取扱が可能な業者は、
7社（自社で使用する分のみを扱う業者も含む）。

・このうち地域性種苗の取扱が可能な業者は3社のみ。取扱植物は1～23種。
・取扱可能な植物については、ススキ、ヨモギ（オオヨモギ）、イタドリ（オオイタドリ）
など法面緑化に適する植物が多い。取扱可能数量は、10kg以上。

・地域性苗木の取扱や使用実績はなし。

・域性種苗と在来種苗の確保に関して、大量にストックするというものではなく、
これまでの実績から採種するという状態である。⇒価格が高価に。

・外来牧草は１kg当たり５００円程度であるのに対し、地域性種苗･在来種苗は
1kg当たり５万円～４０万円程度であり、外来牧草の１００倍～８００倍の価格で
ある。

1－1 地域性種苗⼜は在来植物の種苗取扱業者
地域性種苗⼜は在来植物種苗の商品
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○調査方法

・アンケート調査
・対象は、（特非）日本緑化工協会会員、緑化工技術講習会参加者、
各都道府県※1の主立った法面緑化関係者 184名（184社）
内訳：施工関連123名、資材関連44名、コンサルタント20名※2

※1高知県と佐賀県を除く45都道府県

※2施工と資材を兼ねる者もあり総計は一致しない）

1-2                外来植物を使わない法⾯緑化⼯法

○結果

・22回答が得られた。うち、18回答が実績あり。
・生物多様性保全型の製品・工法に関する情報は21件
内訳は、①地域性種苗利用工（在来種使用を含む）5件、②表土利用工3件、

③自然侵入促進工13件

1-2                外来植物を使わない法⾯緑化⼯法
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※1 ※2 ※3

1-2                外来植物を使わない法⾯緑化⼯法

○調査方法
アンケート調査
取りまとめには、日本緑化工協会独自の調査結果を加えた。

○調査結果
・①地域性種苗利用工、②表土利用工、③自然侵入促進工、④その他
他に、不稔牧草を用いた事例、斜面樹林化工法、外来牧草により休息緑化を
行ったあと、周辺植生の侵入定着による自然回復・生物多様性保全の事例、
植生の侵入を防ぐ、防草吹き付けの事例もあり。

・「林野公共事業における生物多様性保全に配慮した緑化工の手引き」
に掲載されていない手法が示された
（厚層金網張工、勾配補正金網張工、水平金網張工）。

1-3                ⽣物多様性保全に配慮した緑化施⾏事例
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1-3                ⽣物多様性保全に配慮した緑化施⾏事例

1-3                ⽣物多様性保全に配慮した緑化施⾏事例

11

12



7

○調査方法

・アンケート調査
・日本緑化工学会理事・監事・評議員及び「緑化植物問題検討会」委員、
「2002年植物問題検討委員会」委員 計65名に送付

○結果

・回答は8件を得た。
・課題別に分けて取りまとめた上、当省において、検討集約した。

1-4             今後の地域性種苗による緑化の普及の進め⽅

1-4             今後の地域性種苗による緑化の普及の進め⽅

項目 問題点 解決策案 

知識･認識不足 

 

・生物多様性，生物多様性保全に関する知識･認識が十

分に普及していない。 

・知識の啓発を行う。 

 

対応出来る人材が不足 

(採取･種，施工，モニタリ

ング) 

・植物を識別でき、植生調査や種子の採取ができる人材

が不足している。 

・適切に施工できる経験豊かな専門家がいない。 

・人材･技術者の育成 

・人手の確保(労務単価アップ) 

・取り組み可能組織･人材の整理･公表。 

 

 

市場性の問題 

(供給体制が確立されてい

ない) 

・規模が小さく市場形成されていない。受注があやふや

なものをストックしておくことはできない(対応可能な

業者が少ない)。 

・現場での採種は困難。 

栽培種ではないため，採種時期･量･質の確保などの見通

しがつかず，受けても採算割れしてしまうことが多い。

必要数量が集められないと，計画しても実施出来ない。 

(人･場所･採種時期･単価など) 

・市場形成の仕組みを造る。 

・施工の年次計画等から事前に発注量を

推定し、必要情報を前広に提供。 

・人工的な育種手法の研究・開発 

 

 

 

 

 

品質保証できない 

(費用対効果･説明責任) 

・品質保証出来ない。 

例え地域性種苗が入手出来，施工したとしても，生育は

保証出来ない。 

 

・モニタリング･管理の仕組み作り 

・入手出来ない場合はフレキシブルな設

計変更 

・人工的な育種手法の研究・開発 
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1-4             今後の地域性種苗による緑化の普及の進め⽅

項目 問題点 解決策案 

緑化目標の必要性 

 

 

・いつまでに，どのような植生状態になっていれば良い

のか示されていない事例がある。 

「自然公園法における法面緑化指針」等

に基づき、適切な緑化目標を設定する。 

設計方法が未整備 地域性種苗を用いた緑化工の設計基準が未整備 設計基準の整備を行う。 

積算基準が未整備 地域性種苗を用いた緑化工の積算基準が未整備 積算基準の整備を行う。 

施工後の検証が必要 施工後放置され、セイタカアワダチソウ等の外来種が侵

入している、植生が衰退し、裸地化が進行している等の

問題が発生している事例がある。 

「自然公園における法面緑化指針」等に

基づき、施工後の管理を適切に行う。 

採種範囲の確定 

（種のレベル、遺伝子の類

似性） 

地域性種苗の採種範囲が定まっていない。 研究者等専門家の助言を基に、遺伝的な

採種範囲を定める。 

種子の品質確保 品質確保のための夾雑物除去，保管が困難。 

 

夾雑物除去，保管方法の研究と開発。 

 

２．今後の⽣物多様性保全の取り組みの⽅向性について
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ポスト2020⽬標から次期国家戦略に向けたスケジュール

COP10
日本が議長国
SATOYAMAイニシアティブを提唱

COP11（インド）

持続可能な開発目標
（SDGs、国連総会採択）

リオ＋20会議

目標達成状
況の評価

中間評価

第５回国別
報告書

COP12（韓国）

IPBESの設立
条約事務局評価

(GBO4)

COP13（メキシコ）

COP14（エジプト）

（次期目標の検討）
IPBES地球規模評価

報告書（2019）

2010

2012

2014

2015

2016

2020

2018

2021

2011

2019

COP15（中国）

愛知目標

IPBES地域別評価
報告書（2018）

条約事務局評価
(GBO5)

生物多様性国家戦略
2012‐2020閣議決定

我が国の対応生物多様性条約関連の流れ

生物多様性に
関する地球規模
の評価報告

次期目標の採択

第６回国別報告
書提出（2018.12） 第五次環境

基本計画

次期国家戦略の検討

次期国家戦略の策定

G20環境エネ大臣会合
G7環境大臣会合

SA
TO

YA
M
A

イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
国
際
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

第7回総会
（2018）
第8回総会
（2019）

日
中
韓
生
物
多
様
性
事
務
レ
ベ
ル
政
策
対
話

（2
0
1
8
.5
‐6

、20
1
9

、20
2
0

）

次期
目標
の
検討

２－１ ポスト2020⽬標に向けた議論と次期⽣物多様性国家戦略について
愛知⽬標の策定経緯

2002年 2010年 2020年 2030年 2040年 2050年

国連生物多様性の10年：市民社会、国連諸機関も参加した一体的取組

×

改善

具体的な達成手法が示されず。

・2010年目標：「生物多様性の損失の速度を著しく減少させる」
（2002年COP6決定）

・GBO３（Global Biodiversity Outlook, 2010）
「2010年目標は達成できず」

生物多様性の
状態のイメージ

ポスト2010年目標（新・戦略計画）の原案

・中長期目標（2050年）：「自然との共生」
・短期目標（2020年）：「効果的かつ緊急な行動を

実施する」
20の個別目標ごとに具体的な
達成手法を提示

2010年目標
は失敗

国家戦略に反映させ、計画
策定をする途上国に対して、

必要な支援を提供
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日本は、ポスト2020目標においてさらに促進されるべき要素とし
て、具体的に以下の４点を提案している。

 SATOYAMAイニシアティブの更なる展開

 生態系を基盤とするアプローチ（EcoDRR、EbA）の推進

 持続可能な生産・消費の促進

 非意図的に侵入する侵略的外来種への国際的な対処

２－１ ポスト2020⽬標に向けた議論と次期⽣物多様性国家戦略について
ポスト2020⽬標に必要な要素 -⽇本からの提出意⾒–

19

危機 人口減少・東京一極集中 グローバル化

第１

 特に地方において開発による原生的
な自然環境への負荷は減少

 土地利用の見直しを含め、自然再生
の可能性が広がる

 サプライチェーン等を通じ、国外の生
物多様性に負の影響を与えている

 国外の生物多様性保全の観点から、
国内消費を見直す（規制または奨励
的手法により）必要あり

第２

 特に地方において管理の担い手がい
なくなることに伴い里地・里山環境が
変化

 生物多様性、景観等の観点から優先
して管理すべき地域の抽出が必要
（土地利用計画レベル）

 国内の資源が利用されないことにより
地域経済が衰退⇒東京一極集中が
加速

第３
 外来種対策の担い手が減少し、管理

が困難になる地域が広がる可能性
 外来種等の侵入リスクは増加

第４
－ －

EbA、生物多様性分野の適応、

気候変動と生物多様性のトレードオフ 20

２－１ ポスト2020⽬標に向けた議論と次期⽣物多様性国家戦略について
次期国家戦略に向けて（4つの危機の視点）
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21

○日本の遺伝資源の継承
・脊梁山脈～都市に連なる強靱な生態系の構築
・面・線・点での生態系ネットワーク

○生態系サービス
・地球規模での生態系サービスの持続可能な利用への貢献
→ 人口増加

・国内の生態系サービスの持続可能な利用
→ 人口減少

・サプライチェーン・消費活動
・公的・市場・金融・投資を含めたコスト負担と経済・社会・行動への内部化

○「自然との共生」
・その状態を明らかにしたうえでのバックキャスティング

○トランスフォーマティブチェンジ（社会変容）

２－１ ポスト2020⽬標に向けた議論と次期⽣物多様性国家戦略について
次期国家戦略に向けて（キーワード）

地球規模での検討
（ポスト2020目標）

地球規模での生物多様性状況

・IPBES・地球規模アセス報告 2019/5

・GBO5 2020/5

国内での検討

生物多様性国家戦略最終評価

2019年度～

JBO3 生物多様性及び生態系サービスの総合評
価報告書 2018年度～

S15 社会・生態システムの統合会による自然資
本・生態系サービスの予測評価 2016年度～

ポスト目標ヒアリング

2017年度～

生物多様性条約の検討プロセス

・OEWG

・補助機関会合等

ポスト2020目標
2020/10

次期国家戦略
2021/夏～秋

研究会（公開）

審議会

研究グループ

検討会

２０１９年秋頃～

２０２1年初め～

全国的な実施体制の見直し
（ポストUNDBーJ）

関係省庁連絡会議

※環境基本計画の
点検も併せて実施

サブミッション

（文書での意見提出）

コミットメント

（世界目標への各国の貢献）

日本からの
貢献・発信

ポスト2020目標から次期生物多様性国家戦略へ（案）

34
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⾃然資本プロトコル
• ⾃然資本連合が2016年7⽉に公表
• 企業が⽣態系などの⾃然資本への直接的・間接的影響や依存度を特

定・計測・価値評価するための考え⽅・⼿順を、以下の４ステップで
⽰している。

• ただし、アウトプットは状況により異なるため、企業間での整合性と
⽐較可能性を持つものではないと明記されている。

（１）なぜ評価するのか︖
⾃然資本への影響・依存度のどれがビジネスに関連するのか幅広く検討する

（２）何を評価するのか︖
評価の⽬的を定義し、情報を伝える相⼿や評価の対象・範囲を決定する

（３）どうやって評価するのか︖
データを収集し、影響要因や依存度を計測する

（４）評価結果を何に活かすか︖
社内で結果を解釈・適⽤し、⾏動を起こす⼿助けをする

2－2 企業活動を巡る⽣物多様性に関する動向変化
⾃然資本経営

ある⾷品会社での事例
【背景】
主軸製品であるアミノ酸の主原料は農作物由来の糖源であり、⼟地・⽔への依

存度が⾼い他、⾷資源の不⾜に伴う原材料調達の競合が想定される。
その対策として進めていた⾮可⾷バイオマスの原料化に関する研究について、

経営層に継続の動機付けを⾏う必要があった。
【⾃然資本プロトコルに則った評価結果】
将来、⾮可⾷原料を使⽤することによって、少なくとも数百万⽶ドルの社会コ

ストを削減可能
研究開発費、前処理⼯程によって⽣じるコスト増
⾮可⾷原料利⽤による調達コスト減

上記3点を勘案し、経営層が研究の継続を判断した

４．企業活動を巡る⽣物多様性に関する動向変化

出典︓情報誌グローバルネット「⽇本企業初の⾃然資本評価の事
例」より抜粋
https://www.gef.or.jp/globalnet201806/globalnet201806-3/

2-2 企業活動を巡る⽣物多様性に関する動向変化
⾃然資本評価を経営に組み込んだ事例
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４．企業活動を巡る⽣物多様性に関する動向変化

出所 ⾦融庁 ⾦融安定理事会による「気候関連財務情報開⽰タスクフォースによる最終報告書」に関する説明会
資料 気候関連財務情報開⽰タスクフォース（TCFD）による報告書について 9ページ 等より環境省作成

気候関連リスク 気候関連機会

財務上の影響の把握

経営戦略
リスクマネジメントへの反映

財務報告書等での開⽰

TCFDは、全ての企業に対
し以下を求めている︓
①2℃⽬標等の気候シナリ

オを⽤いて、
②⾃社の気候関連リス

ク・
機会を評価し、

③経営戦略・リスクマネ
ジメントへ反映、

④その財務上の影響を把
握、開⽰すること

■2017年6⽉に⾃主的な情報開⽰のあり⽅に関する提⾔(TCFD報告書)を公表

気候変動関連財務情報開⽰タスクフォース（The FSB Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures）」

G20財務⼤⾂・中央銀⾏総裁からの要請を受け、⾦融安定理事会(FSB)の下に
設置された作業部会

投資家等に適切な投資判断を促すための、気候関連財務情報開⽰を企業等へ
促すことを⽬的とした⺠間主導のタスクフォース

2-2             企業活動を巡る⽣物多様性に関する動向変化
情報開⽰︓気候変動分野における進展（TCFD）

http://www.biodic.go.jp/biodiversity/private_participation/
guideline/BDGL2_ja.pdf

構成

■要約
経営者向けのエグゼグティブサマリー

■序論
ガイドラインの⽬的、対象、構成等

■第1編 事業活動と⽣物多様性
■第2編 基本的な考え⽅
■第3編 事業者共通の取組
■第4編 事業活動ごとの取組

2-3             ⽣物多様性⺠間参画ガイドライン(第2版)

環境省では、2009年に策定した、生物多様性に取り組もうとする事業者のための
「生物多様性民間参画ガイドライン」を８年ぶりに改定し、2017年12月８日に第２版を公表
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区分 リスク チャンス

操業関連
⽣物資源の減少による、原材料の
不⾜⼜は原材料調達コストの増⼤、
⽣産量・⽣産性の低下、業務の中
断

⽣物資源の持続可能な使⽤や使⽤量
の削減策による、⽣物資源の減少等
の影響を受けにくい⽣産プロセスの
構築

世評関連 ⽣物多様性への悪影響の顕在化に
よるブランドイメージの低下

⽣物多様性への配慮を明⽰すること
による、ブランドイメージの向上、
消費者へのアピールや同業他社との
差別化

市場・
製品関連

公共部⾨や⺠間部⾨におけるグ
リーン調達の推進による顧客の減
少
⽣物多様性品質の劣位による製
品・サービスの市場競争⼒の低下

⽣物多様性に配慮した新製品やサー
ビス、認証製品等の市場の開拓
⽣物多様性の保全と持続可能な利⽤
を促進する新技術や製品等の開発

事業者に関する⽣物多様性の最近の動向を踏まえた、事業者に
⽣じうるリスクとチャンスの例

2－3 ⽣物多様性⺠間参画ガイドライン（第2版）
事業者に⽣じうるリスクとチャンス

２－３ ⽣物多様性⺠間参画ガイドライン(第2版)
企業活動が⽣物多様性に及ぼす影響と貢献

27
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【３つの基本原則】
１．⽣物多様性に及ぼす影響の回避・最⼩化と保全に資する事業活動の

拡⼤
２．予防原則に則った予防的な取組と順応的な取組
３．⻑期的な観点

【７つの考慮すべき視点】
１．事業者の特性・規模等に応じた取組
２．サプライチェーン及びバリューチェーンの考慮
３．多様なステークホルダーとの連携と配慮
４．課題に対する統合的アプローチ
５．⽬標設定と進捗管理
６．社会貢献
７．情報発信・公開

２－３ ⽣物多様性⺠間参画ガイドライン(第2版)
取組に当たっての基本的な考え⽅

５．⽣物多様性⺠間参画ガイドライン

上流側へのインパクト
の連鎖

その他投入

アウトプット

インプット

水循環系の変化

連続性の分断

温室効果ガスの排出による
温暖化による危機の加速

鳥類などの餌場の消失(乾田)

農地

水管理

農薬の投入

肥料の施用

農地整備

農薬

肥料

水利用

水資源

米

農薬などによる影響

営農・生長管理

燃料・エネルギーの利用

土地利用

栄養塩などによる水質汚濁

農薬生産段階での影
響

化学肥料生産段階で
の影響

堆肥生産段階での影
響

種苗

苗の導入

苗生産段階での影響

花粉媒介者の導入

受粉作業

地域外の生物の導入･拡散

土地利用による生息地の改変

農作物

同流域他地域への影
響

耕作放棄による里山的環境の変化

意図せぬ副産物など

廃棄物

生産段階（電気・ガ
スなど）での影響

生物生息地の変化

下流側へのインパクト
の連鎖

消費者など利用段階
での影響

次段階産業（食品製
造など）での影響

廃棄物の処理

⑥研究・ 開発
→p .7 2

⑤販売
→p .6 9

③生産・ 加工
→p .6 5

⑧土地利用・ 開発 →p .7 7

⑦輸送
→p .7 5

①原材料調達
→p .5 6

②生物資源の利用
→p .6 1

②

⑦

農業（稲作・畑作）における事業活動と⽣物多様性の関係の例

※模式図は便宜的に整理しており、全てこの
図のとおりではない

２－３ ⽣物多様性⺠間参画ガイドライン(第2版) 
業種ごとの事業活動と⽣物多様性の関係の例

•
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31

２－３ ⽣物多様性⺠間参画ガイドライン(第2版) 
業種ごとの事業活動と⽣物多様性の関係の例

•
「生物資源の利用」の事業活動の一例

32

ご静聴くださりありがとうございました。
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【略 歴】

平成26年4月 環境省入省
自然環境局国立公園課、野生生物課

平成27年4月 那覇自然環境事務所奄美自然保護官事務所

平成30年8月 自然環境局国立公園課
現在に至る
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